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１ 事業の⽬的 
柏崎市は、持続可能なカーボンニュートラル社会の構築及び脱炭素のまちの実現を⽬指している。 
これに向け、柏崎市と柏崎あい・あーるエナジー株式会社（以下「あい・あーるエナジー」という。）

は、市内において再⽣可能エネルギーを活⽤するための環境整備を進めている。 
あい・あーるエナジーは、市公共施設への電⼒供給を⽪切りに、経営基盤の安定を図りつつ、再⽣

可能エネルギーの導⼊を拡⼤するとともに、市内事業者への電⼒供給の拡充を図ることとしている。
これを実現するため、本事業は、柏崎市が所有する未利⽤地において、あい・あーるエナジーが供給
する電源の確保を⽬的としてオフサイト型太陽光発電設備を設置するものである。なお、設備等の設
置後はあい・あーるエナジーが維持管理及び事業運⽤を⾏う。 

 
２ 事業の概要 

⑴ ⼯事名 
令和 8 年度 オフサイト型太陽光発電設備整備⼯事 

⑵ 履⾏期間 
契約締結⽇から令和 9 年(2027 年)３⽉２３⽇まで 

⑶ 施⼯場所 
⽯地⼩学校跡地（〒949-4205 新潟県柏崎市⻄⼭町⼤崎 1593-5 ほか） 

⑷ ⼯事内容 
別紙「令和 8 年度 オフサイト型太陽光発電設備整備⼯事仕様書兼要求⽔準書」（以下「仕様書」

という。）による。 
⑸ 提案限度額 

   ⾦ 186,300,840 円（消費税及び地⽅消費税相当額を含む。） 
※税率は１０％とし、提案価格が上限を超えている場合は、失格とする。 

⑹ 事業全体のスケジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業者選定 令和 8 年(2026 年)６⽉中旬 
契約締結 令和 8 年(2026 年)６⽉下旬 
履⾏期間 本契約締結⽇から令和 9 年(2027 年)３⽉２３⽇まで 
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３ 選考⽅法及び実施スケジュール 
⑴ 選定⽅法 

ア 公募型プロポーザル⽅式により選定する。 
イ プレゼンテーションによる審査で、最優秀提案者及び優秀提案者を選定する。 

⑵ 実施スケジュール 
No 内容 期間 
1 質問書提出期間 ５⽉１１⽇（⽉）から５⽉１８⽇（⽉）午後５時まで 
2 質問書に対する回答 ５⽉２２⽇（⾦）午後５時まで 
3 参加意向申出書の提出 ５⽉２７⽇（⽔）午後５時まで 
4 参加資格審査の結果通知 ５⽉２９⽇（⾦）（予定） 
5 提案書等の提出 ６⽉１０⽇（⽔）午後５時まで 
6 審査（プレゼンテーション審査） ６⽉１７⽇（⽔）（予定） 
7 審査結果の通知 ６⽉１９⽇（⾦）（予定） 

※：応募が５者を超えた場合、No.６のプレゼンテーション審査の前に書類審査を実施し、３者以
下によるプレゼンテーション審査を実施することとする。 

 
４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 地⽅⾃治法施⾏令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 
⑵ 参加意向申出書提出期限から契約締結までの間に柏崎市建設⼯事請負業者等指名停⽌措置要領

及び柏崎市物品調達に係る業者等指名停⽌措置要領の規定による停⽌措置を受けていないこと。 
⑶ 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴⼒団（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第
２号に規定する暴⼒団をいう。）⼜は暴⼒団員（暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法
律第２条第６号に規定する暴⼒団員をいう。）が経営に実質的に関与していると認められる者 

イ ⾃⼰若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団
⼜は暴⼒団員を利⽤していると認められる者 

ウ 暴⼒団員であると認められる者 
エ 暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に

暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し、⼜は関与していると認められる者 
オ 暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有すると認められる者 
カ 法⼈であって、その役員（その⽀店⼜は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。）が、⾃⼰、

⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜
は暴⼒団員を利⽤していると認められる者 

キ 法⼈であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者がある者 
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⑷ 会社更⽣法（平成１４年法律第１５４号）⼜は同法による廃⽌前の会社更⽣法（昭和２７年法律
第１７２号）の適⽤申請をした者（更正計画の認可を受けた者を除く。）でないこと。 

⑸ ⺠事再⽣法（平成１１年法律第２２５号）の適⽤申請をした者（再⽣計画の認可を受けた者を除
く。）でないこと。 

⑹ 国税及び地⽅税を滞納していないこと。 
⑺ 次の要件を満たす企業⼜は複数の企業等で構成する連合体（以下「連合体」という。）であること。 

ア 本⼯事が履⾏可能かつ本⼯事と同等規模での施⼯実績を有していること。 
イ 発電事業⽤設備に係る専⾨的知⾒やノウハウを有すること。 
ウ 連合体による場合は、参加及び事業に必要な諸⼿続等を⼀貫して担当する法⼈等（以下「代表

者」という。）で⾏うこと。 
エ 企業⼜は連合体構成企業において、建設業法に基づく電気⼯事業の許可を受けていること。 

 
５ 参加者等に係る制限事項 

⑴ 参加者の重複参加は、認めない（担当者の重複参加を含む。）。 
⑵ 次に掲げる事項に該当する者は、本プロポーザル参加の担当者及び協⼒者等の関係者になること

はできない。 
ア 本プロポーザルの審査委員及びその家族 
イ 事務局関係者及びその家族 
ウ 本プロポーザルの審査委員、事務局関係者及びその家族が主宰、役員、顧問をしている営利組

織に所属する者 
 
６ 施⼯場所の確認 

現地説明会は実施しないため、施⼯場所の⾃然条件（敷地の排⽔、⽴地、⽇照の状況等）、利⽤可能
範囲の概要などは本プロポーザル公募資料を基に提案を⾏うこと。施⼯場所の確認をしたい場合は、
事前に１３の問合せ先へメールで現地確認をしたい⽇時の申請を⾏い、承諾を得ること。 

 
７ 実施要領等に係る質問の受付及び回答 

⑴  受付期間 
５⽉１１⽇（⽉）から５⽉１８⽇（⽉）午後５時まで 

⑵ 提出⽅法 
質問の内容を簡潔にまとめ、質問書（第２号様式）により、電⼦メールで提出することとする。

電⼦メール以外の⽅法は受け付けない。 
提出先は、１３で⽰す問合せ及び提案書等提出先のメールアドレスに送信すること。 

⑶ 質問における制限事項 
   次に掲げる事項に該当する質問は、⼀切受け付けない。 
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ア 本プロポーザル実施要領及び本プロポーザル実施に係る内容以外の質問 
イ ⑴及び⑵を遵守しない質問 
ウ 質問書以外による質問（電話、⼝頭等による質問） 
エ 連合体の代表者以外の構成員からの質問 

(4)  回答 
    提出された質問書に対する回答は、５⽉２２⽇（⾦）午後５時までに⼀括してあい・あーるエナ

ジーホームページに掲載する。また、質問者の事業者名は、公表しないこととする。なお、受託者
選定に公平性を保てないと判断した質問内容については、回答しない。 

 
８ 参加意向の申出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加意向申出書兼誓約書（第１号様式その１）
及び参加に伴う確認書（第１号様式その３）を提出すること。 

また、連合体を形成して参加するものは、連合体⽤の参加意向申出書兼誓約書（第１号様式その２）
及び参加に伴う確認書（第１号様式その３）を提出すること。 
⑴ 提出期間 

令和 8 年(2026 年)５⽉２７⽇（⽔）午後５時まで 
⑵ 提出⽅法 

メールによる提出とする。メール送信後に、必ず１３で⽰す問合せ先に電話連絡し、到着確認を
⾏うこと。上記提出期間までに到着確認ができない場合、不受理となるため、留意すること。 

⑶ 提出先 
１３で⽰す問合せ及び提案書等提出先のメールアドレスに送信すること。 

⑷ 参加の辞退 
参加意向申出書兼誓約書の提出後に参加を辞退する場合には、任意の様式により、その旨を記述

し、記名の上、⑶の提出先へメールで提出すること。 
 
９ 提案書等の提出 

⑴  提案書等の提出書類 
参加意向申出者は、次に掲げる書類に必要事項を記⼊し、記名の上、提出すること。 

ア 提案書 
イ ⾒積書（別記様式１） 
ウ ⾒積明細書 
エ ⼯事実施推進体制（別記様式２） 
オ 過去における本⼯事と同種⼜は類似⼯事の主な⼯事実績書（別記様式３） 

⑵ 提案書の作成⽅法 
提案書等の作成に当たっては、仕様書で⽰す、⼯事に係る作業⼯程、時間的要素、要件等の考え
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⽅、必要事項、⼿法について具体的に記載することとし、次の点に留意すること。 
ア 印刷時の⽤紙のサイズは、⽇本産業規格（JIS）Ａ４判を基本とし、左綴りとすること。Ａ３判

を使⽤する場合は、折綴りとすること。 
イ ⑴のア〜オの順でファイル名を付け Excel、Word、Powerpoint、PDF いずれかのファイルにて

送付すること。 
ウ ⾔語は、⽇本語とし、通貨は、⽇本円とすること。 

  エ フォントは１０．５ポイント以上とすること。書体は任意とする。 
  オ ⽂書を補完するための写真、イラスト、イメージ等を使⽤することができる。 

⑶  提出期限 令和 8 年(2026 年)６⽉１０⽇（⽔）午後５時必着 
⑷  提出⽅法 

 電⼦メールでの送付とし、１３で⽰す問合せ及び提案書等提出先のメールアドレスに送付する
こと。提出期限必着とし、表題に「会社名（⾃社名）：令和 8 年度 オフサイト型太陽光発電設備
整備⼯事公募型プロポーザル提案書等の提出について」と記載すること。メール送信後に、必ず
１３で⽰す問合せ先に電話連絡し、到着確認を⾏うこと。上記提出期間までに到着確認ができな
い場合、不受理となるので注意すること。 

 
１０ 審査 

⑴  審査体制 
提案書等の審査は、「令和 8 年度 オフサイト型太陽光発電設備整備⼯事公募型プロポーザル

審査委員会」（以下「審査委員会」という。）が⾏う。 
審査委員会は、柏崎あい・あーるエナジー株式会社、柏崎市、株式会社 INPEX、パシフィック

パワー株式会社の４者の担当者で構成する。 
⑵ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 
ア ４に掲げる資格を有しない者⼜は５に掲げる制限事項に該当する者が提案書等を提出した場

合 
イ 提出書類等に記載すべき事項に不備がある場合 
ウ 提出書類等に虚偽⼜は違法な⾏為の記載があった場合 
エ ９に掲げる提案書等の提出等を遵守しない場合 
オ 審査委員⼜は関係者等と本プロポーザルに関する接触を求めた場合 
カ 審査において、プレゼンテーションに参加できない場合 
キ その他審査委員会が不適当と認めた場合 

⑶ 審査の⽅法 
前号の失格事項に該当しない提案者を対象に、審査委員会において審査を⾏う。なお、審査は全

て⾮公開とする。 
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⑷ 審査の内容 

審査委員会において、提案書等及びプレゼンテーションの内容について総合的に評価を⾏い、最
も評価の⾼い提案者を最優秀提案者、次に評価の⾼い提案者を優秀提案者にそれぞれ選定する。 

審査結果は、決定後速やかに全ての提案者に書⾯で通知する。 
ア 審査⽇：令和 8 年(2026 年)６⽉１7 ⽇（⽔）（予定） 

ただし、応募が５者を超えた場合は、プレゼンテーション審査の前に書類審査を実施し、その
結果を６⽉１２⽇（⾦）（予定）に通知することとする。 

イ 場所：柏崎市内を予定（応募の状況によっては Web での開催とする場合もあり） 
ウ 説明資料 

当⽇は、説明に使⽤する資料を 4 部印刷の上、配布すること。また、事前に提出された提案書
等（９⑴アからオまで）以外の資料の配布は、認めない。 

エ 時間配分 
１提案者のプレゼンテーション時間は、４０分以内（準備５分、説明２０分、質問１０分、撤

去５分）とする。 
オ 留意事項 

(ア) プレゼンテーションの⽇時、場所は、６⽉１２⽇（⾦）（予定）に通知する。 
(イ) ⼈数は、説明者を含め３⼈までとする。 
(ウ) 外部とのネットワークは、使⽤できないものとする。 
 

⑸ 審査項⽬及び評価基準 
別紙「審査項⽬及び評価基準」のとおりとする。 

 
１１ ⼯事請負契約 

⑴ 契約⽅法 
あい・あーるエナジーは、最優秀提案者と⼯事請負契約の締結交渉を⾏う。ただし、次のいずれ

かに該当する場合は、優秀提案者との契約締結の交渉を⾏う。 
ア 最優秀提案者と契約条件等で合意に⾄らなかった場合 
イ 本プロポーザル終了後、失格事項（１０⑵参照）が判明した場合 
ウ 地⽅⾃治法施⾏令第１６７条の４の規定のいずれかに該当した場合 

⑵  契約⾦額 
請負代⾦は、２ ⼯事の概要(5)提案限度額で⽰す上限額の範囲内であって、提案書等として提出

された⾒積書の⾦額を超えないものとする。 
⽀払いは、着⼿時（上限 30％）、中間時（上限 40％）、完成時（残額）の分割請求も可とする。そ

の場合、中間時の請求を⾏う際には、出来⾼を証明する書類を提⽰し、協議の上⾦額を決定する。 
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１２ その他 

(1) 提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等に要する費⽤等は、参加者の負担とする。 
(2) 提出された書類については、必要な範囲において複製を作成することがある。 
(3) 提出された書類は、返却しない。 
(4) 提出後の書類の差し替え及び再提出は、受け付けない。 
(5) 提案書等の提出の際に発⽣した汚損・破損等について、あい・あーるエナジーは⼀切の責任を負

わない。 
(6) 提案書等の著作権は、提案者に帰属するものとする。ただし、本プロポーザルに関する公表等、

あい・あーるエナジーが必要と認める場合には、提案書等の提出物を無償で使⽤できることとす
る。 

(7) 審査結果についての異議申⽴ては、認めない。 
 

１３ 問合せ及び提案書等提出先 
 提出先は、事務⼿続きを委託している下記のパシフィックパワー株式会社の担当部署とする。 

担当部署：パシフィックパワー株式会社 柏崎あい・あーるエナジー担当 
 住所  ：〒１０１−０００３ 東京都港区⻄新橋 1-18-6 クロスオフィス内幸町 707 
      パシフィックパワー株式会社内 柏崎あい・あーるエナジー担当宛 
 Ｅ‐mail：contact@kashiwazaki.de-power.co.jp 

ＴＥＬ ：０８００−８００−５０８４ 
  

以 上 


